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規 則

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１３号

退職手当の基礎在職期間等に関する規則の一部を改正する規則
退職手当の基礎在職期間等に関する規則（平成１８年北海道規則第７９号）の一部を次のよう
に改正する。
第８条を第９条とし、第７条を第８条とする。
第６条第１項中「第４条」を「第５条」に改め、同条を第７条とする。
第５条を第６条とし、第４条を第５条とする。
第３条第１号中「第７条第１項各号」を「第８条第１項各号」に、「第７条第２項第６
号」を「第８条第２項第６号」に改め、同条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。
（基礎在職期間に含まれる学術研究休職等の要件）
第３条 条例第６条の４第１項に規定する知事が定める要件は、次の各号のいずれにも該当
することとする。
� 退職した者が、その休職の期間中、国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条
第１項に規定する国立大学法人に使用される者（常時勤務に服することを要しない者を
除く。）として学術の調査、研究又は指導に従事していたこと。

� 前号の学術の調査、研究又は指導への従事が公務の能率的な運営に特に資するものと

して知事が別に定める要件に該当すること。

別表中「（第５条関係）」を「（第６条関係）」に改め、同表イの表第５号区分の項第５

号中「以後適用されている」を「から平成２７年３月３１日までの間において適用されていた」

に改め、「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、同項中第１０号を第１３号

とし、第９号を第１１号とし、同号の次に次の１号を加える。

１２ 平成２７年４月１日以後適用されている道職員給与条例の医療職給料
表�（学校職員給与条例附則第５項において適用する場合を含む。以
下「平成２７年４月以後の医療職給料表�」という。）の適用を受けて
いた者でその属する職務の級が８級であったもののうち知事が別に定
めるもの

別表イの表第５号区分の項第８号を同項第１０号とし、同項第７号中「以後適用されてい

る」を「から平成２７年３月３１日までの間において適用されていた」に改め、「平成１９年４月

以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、同号を同項第８号とし、同号の次に次の１号を

加える。

９ 平成２７年４月１日以後適用されている学校職員給与条例の教育職給
料表�（以下「平成２７年４月以後の教育職給料表�」という。）の
適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち
知事が別に定めるもの

別表イの表第５号区分の項中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成２７年４月１日以後適用されている学校職員給与条例の教育職給
料表�（以下「平成２７年４月以後の教育職給料表�」という。）の
適用を受けていた者でその属する職務の級が４級であったもののうち
知事が別に定めるもの

別表イの表第６号区分の項第５号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を

加え、同項中第１３号を第１６号とし、第１０号から第１２号までを３号ずつ繰り下げ、同項第９号

中「第５号区分の項第９号」を「第５号区分の項第１１号」に改め、同号を同項第１１号とし、

同号の次に次の１号を加える。

１２ 平成２７年４月以後の医療職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が８級であったもの（第５号区分の項第１２号に掲げる者
を除く。）

別表イの表第６号区分の項第８号中「第５号区分の項第８号」を「第５号区分の項第１０
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号」に改め、同号を同項第１０号とし、同項第７号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年

３月以前」を加え、「第５号区分の項第７号」を「第５号区分の項第８号」に改め、同号を

同項第８号とし、同号の次に次の１号を加える。

９ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第９号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第６号区分の項第６号中「第５号区分の項第６号」を「第５号区分の項第７

号」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第６号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第７号区分の項第５号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を

加え、同項中第１４号を第１７号とし、第１１号から第１３号までを３号ずつ繰り下げ、同項第１０号

中「以後適用されている」を「から平成２７年３月３１日までの間において適用されていた」に

改め、「平成１８年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、同号を同項第１２号とし、

同号の次に次の１号を加える。

１３ 平成２７年４月以後の医療職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が６級であったもののうち知事が別に定めるもの又は７
級であったもの

別表イの表第７号区分の項第９号を同項第１１号とし、同項第８号中「第５号区分の項第８

号及び第６号区分の項第８号」を「第５号区分の項第１０号及び第６号区分の項第１０号」に改

め、同号を同項第１０号とし、同項第７号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以

前」を加え、「第５号区分の項第７号及び第６号区分の項第７号」を「第５号区分の項第８

号及び第６号区分の項第８号」に改め、同号を同項第８号とし、同号の次に次の１号を加え

る。

９ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が４級であったもの（第５号区分の項第９号及び第６号
区分の項第９号に掲げる者を除く。）

別表イの表第７号区分の項第６号中「第５号区分の項第６号及び第６号区分の項第６号」

を「第５号区分の項第７号及び第６号区分の項第７号」に改め、同号を同項第７号とし、同

項第５号の次に次の１号を加える。

６ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が３級であったもののうち知事が別に定めるもの又は４
級であったもの（第５号区分の項第６号及び第６号区分の項第６号に
掲げる者を除く。）

別表イの表第８号区分の項第６号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を

加え、同項中第１５号を第１８号とし、第１４号を第１７号とし、同項第１３号中「第７号区分の項第

１２号」を「第７号区分の項第１５号」に改め、同号を同項第１６号とし、同項第１２号中「第７号

区分の項第１１号」を「第７号区分の項第１４号」に改め、同号を同項第１５号とし、同項第１１号

中「平成１８年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、「第７号区分の項第１０号」を

「第７号区分の項第１２号」に改め、同号を同項第１３号とし、同号の次に次の１号を加える。

１４ 平成２７年４月以後の医療職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が５級であったもののうち知事が別に定めるもの又は６
級であったもの（第７号区分の項第１３号に掲げる者を除く。）

別表イの表第８号区分の項中第１０号を第１２号とし、第９号を第１１号とし、同項第８号中

「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、同号を同項第９号とし、同号の

次に次の１号を加える。

１０ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が３級であったもののうち知事が別に定めるもの

別表イの表第８号区分の項中第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

７ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が３級であったもの（第７号区分の項第６号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第９号区分の項第６号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を

加え、同項中第１４号を第１７号とし、第１３号を第１６号とし、第１２号を第１５号とし、同項第１１号

中「平成１８年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、「第８号区分の項第１１号」を

「第８号区分の項第１３号」に改め、同号を同項第１３号とし、同号の次に次の１号を加える。

１４ 平成２７年４月以後の医療職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が５級であったもの（第８号区分の項第１４号に掲げる者
を除く。）

別表イの表第９号区分の項第１０号中「第８号区分の項第１０号」を「第８号区分の項第１２

号」に改め、同号を同項第１２号とし、同項中第９号を第１１号とし、同項第８号中「平成１９年
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４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、「第８号区分の項第８号」を「第８号区分

の項第９号」に改め、同号を同項第９号とし、同号の次に次の１号を加える。

１０ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は特
２級若しくは３級であったもの（第８号区分の項第１０号に掲げる者を
除く。）

別表イの表第９号区分の項第７号中「又は３級」を「３級」に、「第８号区分の項第７

号」を「第８号区分の項第８号」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号の次に次の１

号を加える。

７ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は特
２級若しくは３級であったもの（第７号区分の項第６号及び第８号区
分の項第７号に掲げる者を除く。）

別表イの表第１０号区分の項第６号中「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を

加え、同項中第１４号を第１７号とし、第１３号を第１６号とし、第１２号を第１５号とし、同項第１１号

中「平成１８年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、同号を同項第１３号とし、同号

の次に次の１号を加える。

１４ 平成２７年４月以後の医療職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもののうち知事が別に定めるもの又は３
級若しくは４級であったもの

別表イの表第１０号区分の項中第１０号を第１２号とし、第９号を第１１号とし、同項第８号中

「平成１９年４月以後」の次に「平成２７年３月以前」を加え、「第９号区分の項第８号」を

「第９号区分の項第９号」に改め、同号を同項第９号とし、同号の次に次の１号を加える。

１０ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもの（第９号区分の項第１０号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

別表イの表第１０号区分の項第７号中「第９号区分の項第７号」を「第９号区分の項第８

号」に改め、同号を同項第８号とし、同項第６号の次に次の１号を加える。

７ 平成２７年４月以後の教育職給料表�の適用を受けていた者でその属
する職務の級が２級であったもの（第９号区分の項第７号に掲げる者
を除く。）のうち知事が別に定めるもの

附 則

（施行期日）
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、本則の改正規定及び次項の規定
は、公布の日から施行する。
（北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関
する規則の一部改正）
２ 北海道職員等の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う経過措置に関
する規則（平成１８年北海道規則第８０号）の一部を次のように改正する。
第１条中「第４条」を「第５条」に改める。

住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１４号

住民基本台帳法施行条例施行規則の一部を改正する規則
住民基本台帳法施行条例施行規則（平成２３年北海道規則第８号）の一部を次のように改正
する。
第４条第８項中「次条第２３項」を「次条第２２項」に改める。
第５条第８項を削り、同条第９項中「別表第２の９の事項」を「別表第２の８の事項」に
改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項中「別表第２の１０の事項」を「別表第２の９の事
項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第１１項中「別表第２の１１の事項」を「別表第２の
１０の事項」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「別表第２の１２の事項」を「別表
第２の１１の事項」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「別表第２の１３の事項」を
「別表第２の１２の事項」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項中「別表第２の１４の事
項」を「別表第２の１３の事項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１５項中「別表第２の
１５の事項」を「別表第２の１４の事項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１６項中「別表
第２の１６の事項」を「別表第２の１５の事項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中
「別表第２の１７の事項」を「別表第２の１６の事項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第
１８項中「別表第２の１８の事項」を「別表第２の１７の事項」に改め、同項を同条第１７項とし、
同条第１９項中「別表第２の１９の事項」を「別表第２の１８の事項」に改め、同項を同条第１８項
とし、同条第２０項中「別表第２の２０の事項」を「別表第２の１９の事項」に改め、同項を同条
第１９項とし、同条第２１項中「別表第２の２１の事項」を「別表第２の２０の事項」に改め、同項
を同条第２０項とし、同条第２２項中「別表第２の２２の事項」を「別表第２の２１の事項」に改め、
同項を同条第２１項とし、同条第２３項中「別表第２の２３の事項」を「別表第２の２２の事項」に
改め、同項を同条第２２項とし、同条第２４項中「別表第２の２４の事項」を「別表第２の２３の事
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項」に改め、同項を同条第２３項とし、同条第２５項中「別表第２の２５の事項」を「別表第２の
２４の事項」に改め、同項を同条第２４項とし、同条第２６項中「別表第２の２６の事項」を「別表
第２の２５の事項」に改め、同項を同条第２５項とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１５号

歯科技工士法施行細則の一部を改正する規則
歯科技工士法施行細則（昭和３１年北海道規則第１１３号）の一部を次のように改正する。
第１条中「。以下「規則」という。」を削る。
第２条中「規則第１０条の規定により歯科技工士国家試験合格証明書」を「地域における医
療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律
第８３号）第１７条の規定による改正前の歯科技工法の一部を改正する法律（昭和５７年法律第１
号）附則第２条第１項の規定に基づく歯科技工士国家試験の合格証明書」に改める。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１６号

食品衛生法施行細則の一部を改正する規則
食品衛生法施行細則（昭和２４年北海道規則第５号）の一部を次のように改正する。
第２条第２項中「第４条に規定する」を「第５条の規定により条例第３条又は第４条に掲
げる基準の一部を適用しないこととされる」に改める。
第２章及び第３章を次のように改める。
第２章及び第３章 削除

第３条から第９条まで 削除
第１７条を次のように改める。
第１７条 食品衛生監視員は、食品衛生法に基づく都道府県等食品衛生監視指導計画等に関す
る命令（平成２１年内閣府・厚生労働省令第７号）第３条第１項に規定する収去を行う場合
において営業者からの求めがあるときは、事情の許す限りその物品の一部を封かんして交

付しなければならない。
第１７条の３第１項中「別表第１の７の項第１号」を「別表第１の１０の項第１号」に改める。
第１７条の４中「別表第１の７の項第３号」を「別表第１の１０の項第３号」に改める。
第１８条第４項中「別表第１の１０の項第１０号」を「別表第１の１４の項第１０号」に改める。
第５章中第２３条の２の次に次の１条を加える。
第２３条の３ 次に掲げる営業を行う者は、条例第３条第１号アに規定する危害分析・重要管
理点方式を用いた衛生管理を開始したときは、速やかに、営業所ごとに、別記様式第１３号
の５の危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理の開始届１通を知事に提出しなければ
ならない。
� 令第３５条に掲げる営業
� 食品の製造販売行商等衛生条例（昭和２９年北海道条例第４６号）第２条第１号、第３号
及び第５号に掲げる行商、販売業及び製造業

� かきの処理等に関する衛生条例（昭和３７年北海道条例第４５号）第２条第６号に掲げる
かき処理業

２ 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更したときは、速やかに、
別記様式第１３号の６の危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理の変更届１通を知事に
提出しなければならない。
第２４条の３第１項中第１２号を第１４号とし、第１１号の次に次の２号を加える。
� 第２３条の３第１項の規定による届出に関すること。
� 第２３条の３第２項の規定による届出に関すること。
別記様式第１号から別記様式第６号までを次のように改める。
別記様式第１号から別記様式第６号まで 削除
別記様式第１３号の４の次に次の２様式を加える。
別記様式第１３号の５（第２３条の３関係）

危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理の開始届
年 月 日

保健所長 様
届出者 住 所

氏 名
�
�
�
�

法人にあっては、その	�
�

名称及び代表者氏名

次のとおり危害分析・重要管理点方式（ＨＡＣＣＰ）を用いた衛生管理を開始した
ので、食品衛生法施行細則第２３条の３第１項の規定により、届け出ます。

北 海 道 公 報 号外第�号 ４平成２７年３月２０日（金曜日）



営 業 所 所 在 地 電話番号 （ ）

営業所の名称、屋号又は商号

営業所の危害分析・重要管理
点方式を用いた衛生管理の導
入状況

□ 全ての製品について危害分析・重要管理点
方式を用いた衛生管理を行っている。
□ 一部の製品についてのみ危害分析・重要管
理点方式を用いた衛生管理を行っている。

開 始 年 月 日 年 月 日

許可（登録）番号及びその年月日 営業の種類 導 入 状 況 製 品 の 名 称

１ 全部・一部・無

２ 全部・一部・無

３ 全部・一部・無

４ 全部・一部・無

５ 全部・一部・無

備考

１ 「営業所の危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理の導入状況」欄は、該当

する箇所にレ点を記載すること。

２ 「導入状況」欄中全ての製品について危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管

理を行っている場合には「全部」に、一部の製品についてのみ危害分析・重要管理

点方式を用いた衛生管理を行っている場合には「一部」に、危害分析・重要管理点

方式を用いた衛生管理を行っている製品がない場合には「無」に〇を付すること。

３ 「製品の名称」欄は、危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を行っている

製品の名称を記載すること。

４ 危害分析・重要管理点方式の内容が食品衛生法施行条例第３条第１号ア、第２号

ア又は第３号アに規定する基準に適合する旨を説明する書類を添付すること。

別記様式第１３号の６（第２３条の３関係）

危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理の変更届
年 月 日

保健所長 様

届出者 住 所
氏 名

�
�
�
�

法人にあっては、その	�
�

名称及び代表者氏名

次のとおり危害分析・重要管理点方式（ＨＡＣＣＰ）を用いた衛生管理を変更した
ので、食品衛生法施行細則第２３条の３第２項の規定により、届け出ます。

営 業 所 所 在 地 電話番号 （ ）

営業所の名称、屋号又は商号

許可（登録）番号及びその年月日 営 業 の 種 類 備 考

１

２

３

４

５

変 更 年 月 日 年 月 日

変 更 内 容
変 更 前

変 更 後

備考 危害分析・重要管理点方式を用いた衛生管理を変更した場合（危害分析・重要管

理点方式を用いた衛生管理を全て従来方式による衛生管理に変更した場合を除く。）

は、その内容が食品衛生法施行条例第３条第１号ア、第２号ア又は第３号アに規定

する基準に適合する旨を説明する書類を添付すること。

附 則

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、第２章及び第３章、第１７条並びに

別記様式第１号から別記様式第６号までの改正規定は、公布の日から施行する。

興行場法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

北 海 道 公 報 号外第�号 ５平成２７年３月２０日（金曜日）



平成２７年３月２０日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第１７号

興行場法施行細則の一部を改正する規則
興行場法施行細則（昭和５９年北海道規則第１０２号）の一部を次のように改正する。
第７条（見出しを含む。）中「第６号」を「第７号」に改める。
別表第１中４の項を削り、５の項を４の項とし、６の項を５の項とし、７の項を６の項と
し、同項の次に次の１項を加える。
７ 喫煙所を設ける場合にあっては、喫煙所は、入場者の定員に応じた十分な広さを有し
ていること。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を改正
する規則をここに公布する。
平成２７年３月２０日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第１８号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則の一部を
改正する規則

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（平成１８年北
海道規則第８号）の一部を次のように改正する。
第２条中「第２１条第２項及び第２８条第２項」を「第２２条第２項及び第３０条第２項」に改め
る。
第３条中「第９条第１項」を「第１０条第１項」に、「第１３条第１項」を「第１４条第１項」
に改める。
第５条中「第１６条第２項」を「第１７条第２項」に改める。
第６条中「第１６条第３項」を「第１７条第３項」に改める。
別記第１号様式その２中「第２１条第２項」を「第２２条第２項」に改め、同様式その２（表
面）中「第２１条第１項」を「第２２条第１項」に改め、同様式その２（裏面）中「第２１条」を
「第２２条」に、「第９条第１項、第１６条第１項、第１７条第２項、第１８条」を「第１０条第１項、
第１７条第１項、第１８条第２項、第１９条」に改め、同様式その３中「第２８条第２項」を「第３０
条第２項」に改め、同様式その３（表面）中「第２８条第１項」を「第３０条第１項」に改め、
同様式その３（裏面）中「第２８条」を「第３０条」に改める。
別記第４号様式中「第１６条第１項」を「第１７条第１項」に改める。

別記第５号様式中「第１６条第１項ただし書」を「第１７条第１項ただし書」に改める。
附 則

（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２ この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の土砂災害警戒区域等に
おける土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（以下「改正前の規則」という。）
別記第１号様式その２又はその３による身分証明書は、それぞれこの規則による改正後の
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則（以下「改正
後の規則」という。）別記第１号様式その２又はその３による身分証明書とみなす。
３ この規則の施行の際現に改正前の規則別記第４号様式又は別記第５号様式の規定に基づ
いて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則別記第４号様式及び別記第
５号様式の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
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